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会 議 名 

（審議会等名） 
令和４年第６回小金井市農業委員会の会議 

事 務 局 

（担 当 課） 
農業委員会事務局 

開催日時 
令和４年６月２０日（月） 

１５：３０～１７：００ 

開催場所 小金井市役所第二庁舎８０１会議室 

出 

席 

者 

委 員 
鴨下重雄、大久保勝盛、髙橋正弘、阪本啓一松嶋あおい、

鴨下輝秋、髙橋金一、髙杉隆行、渡邉雅毅、井寺喜香、

大澤一浩、大堀金義 

その他  

事務局 高橋事務局長、山﨑係長、江平主任 

欠席者 
 

岸野有次、髙𣘺博 

傍聴の可否 
 

可・不可・一部不可 傍聴者数 １人 

傍聴不可・一部不可の場

合は、その理由 
個人情報保護による 

会議次第 別紙のとおり 

提出資料 別紙のとおり 

そ の 他 別紙のとおり 
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１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 会期の決定 

議   長  会期は本日一日とさせていただきます。 

 

４ 会議録署名委員の指名 

議   長  会議録の署名委員を指名します。 

  〔１４番〕大堀金義委員、〔３番〕鴨下重雄委員にお願いします。 

 

５ 議案の審議  

 ⑴ 第 1号議案 

  ① 農地法第３条について 

   （今回はありません。） 

 ⑵ 第２号議案 農地法第４条、第５条に基づく転用届出について 

  ① 農地法第４条について 

 ② 農地法第５条について 

    （今回はありません。） 

 

 ⑶ 第３号議案 その他の事項について 

  ① 引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

引き続き農業経営を行っている旨の証明について事務局より説明を

お願いします。 

 

〔１件事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局より報告をお願いしま

す。 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 農地法第４条の農地転用届出の専決処理について、事務局より説明を

お願いします。 

 

〔１件事務局説明〕 

 

この件につきましてご意見、ご質問等ございますか。 

無いようですので、次へ移ります。 
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事 務 局 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

報告いたします。自宅北側の畑では、竹を生産しています。主に地

鎮祭用として販売しているとのことでした。自宅西側と南側の畑は、

植木を生産していますが、販売できていないとのことでした。 

肥培管理もできており、証明することに問題ありません。 

 

事務局の報告のとおりです。父親の代から植木屋をしており、南側

の農地を中心に植木を生産しています。販売も難しいことから、作付

転換していくとのことで、何を植え付けて行くか検討中とのことでし

た。自宅の西側では、モウソウダケやカキ、自宅の北側は細いタケを

生産しており、どちらもタケノコを中心に生産しており、証明につい

ては問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

 無いようですので、この件につきましてはご異議ございますか。 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

  

  ② 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

委   員 

 

議 長 

 

 

 相続税の納税猶予に関する適格者証明について事務局より説明をお

願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

事務局より説明が終わりましたので、事務局と地区担当委員より報

告をお願いします。 

 

報告いたします。こちらの畑は、以前、農業従事者についての証明

をいたしましたが、営農を続けることから、相続人である妻の適格者

証明となります。 

植木畑と野菜畑で、ＪＡにユズやミカンを出荷しております。その

他、少量の野菜を生産しております。申出者は、娘夫婦の協力のもと、

良好な肥培管理を行っており、証明することに問題ありません。 

 

事務局の報告のとおりです。問題ありません。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

無いようですので、この件につきましてはご異議ございますか。 
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議 長 

 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

異議なしと認め証明することといたします。 

 

  ③ 生産緑地の取得の斡旋について 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 生産緑地の取得の斡旋について事務局より説明をお願いします。 

 

〔事務局説明〕 

 

 事務局より説明が終わりました。この件について、ご質問等ござい

ますか。 

 無いようですので、地区担当委員におかれましては、取得を希望す

る農家の方がいらしたら、次回の会議までに事務局へ連絡をお願いい

たします。 

 

   

６ 協議事項 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 協議事項について事務局より説明をお願いします。 

 

〔⑴第６２回企業的農業経営顕彰事業及び第４２回農業後継者顕彰事

業の実施について〕 

  

前回からの継続案件です。推薦者がいる場合はご報告ください。ま

た、いない場合には事務局から基準を満たす農業者の方に声を掛けさ

せていただき、了承が得られた場合は、推薦様式にて推薦したいと思

います。 

  

〔⑵令和３年度新規就業者奨励に係る推薦について〕 

 

 毎年、本件については、ＪＡ東京むさし小金井地区の事業報告の際

に新規就農者として表彰された方を推薦しております。しかし、昨年

度から新規就業者奨励に係る推薦規定が一部変更となり、昨年１年間

に新規就農した方のみが対象となりました。そのため、今年度のＪＡ

の新規就農表彰者は基準に合いませんでしたので、今年度については

対象者なしで回答します。 

 

 ここで新規就農された方は対象とはならないか。 

 

 市外在住の方になりますので、住所地から対象外になると思われま

す。 
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委   員 

 

事 務 局 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

議 長 

 

昨年の１年間に新規就農したとは、１月から１２月までなのか。 

 

４月から３月に新規就農された方が対象となります。 

 

 この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

無いようでしたら次へ移ります。 

 

〔⑶令和４年度小金井市農業施策に関する意見について〕 

 前回の総会で（案）をお示しさせていただき、野焼きに関すること、

植木の剪定枝及び食物残渣のところでいくつかご意見を頂いたことか

ら修正をしております。 

また、新規就農者への支援や学校給食の地場産野菜の支援について

も加えております。 

 

この件につきましてご意見ご質問ございませんか。 

 

〔⑷農業委員会と市議会との意見交換会について〕 

 前回の総会で（案）をお示しさせていただき、７月頃にわくわく都

民農園小金井で視察と食事をとりながらの意見交換を考えておりまし

たが、日程調整の結果、１１月１日または２日で進めていきたいと考

えています。 

また、全体の人数が４０人くらいになり、わくわく都民農園の飲食

スペースが２０席となりますので、当初の案では、難しいことからそ

の他のパターンを検討しました。 

パターン１は、全員参加で視察しながらの意見交換で飲食なし、パ

ターン２は、市議会議員と農業委員の人数を半数にして飲食つきで開

催、パターン３は、人数を減らして二日に分けて開催となります。 

 

全員で視察した後、ＪＡの会議室を借りて食事付で意見交換をした

らどうか。お弁当も地場産野菜を取り入れたもので考えてほしい。 

 

パターン１の全員参加の方向で会議室の予約も含めて調整します。 

 

ご質問等ございますか。 

 無いようでしたら次へ移ります。 

 

 

７ 報告事項 

議 長 

 

 

 報告事項について事務局より説明をお願いします。 

 

〔⑴認定都市農地の利用状況の報告書について〕 
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委   員 

 

事 務 局 

 

委   員 

 

事 務 局 

 

議 長 

 

 

 

報告書だけで、現地確認は行わないのか。 

 

法律では、現地確認までは規定していません。 

 

農業委員としても状況を確認しておく必要がある。 

 

今後は、現地調査も含めて対応していきます。 

 

ご質問等ございますか。 

 無いようでしたら次へ移ります。 

 

 

８ 連絡事項 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 連絡事項について事務局より説明をお願いします。 

 

〔⑴ 立毛品評会（露地部門）〕 

〔⑵ 農業委員会地区別広域連携会議（北多摩南部地区）〕 

〔⑶ 農業経営者クラブ総会（書面決議）〕 

〔⑷ 令和４年度北多摩地区農業委員会連合会会長研修会〕 

 

ご質問等ございますか。 

 無いようでしたら次へ移ります。 

 

 

９ その他 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 その他について何かございますか。 

 

〔⑴ 人・農地プランについて〕 

〔⑵ 小金井市農業委員現地視察研修について〕 

  

他にございますでしょうか。 

 無いようでしたら、これで令和４年第６回農業委員会の会議を終了

させていただきます。 
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令和４年第６回小金井市農業委員会の会議次第 
 

日 時 令和４年６月２０日(月) 
午後３時３０分 開会 

場 所 小金井市役所第二庁舎８０１会議室 
 
１ 開 会 
 
２ 会長挨拶 
 
３ 会期の決定 
 
４ 会議録署名委員の指名 
 
５ 議案の審議 
 ⑴ 第１号議案 農地法に基づく農地の許可申請について 
  ① 農地法第３条について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 
 ⑵ 第２号議案 農地法に基づく農地の転用届出について 
  ① 農地法第４条について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １件 
  ② 農地法第５条について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０件 
 ⑶ 第３号議案 その他の事項について 
  ① 引き続き農業経営を行っている旨の証明について・・・・・・ １件   
  ② 相続税の納税猶予に関する適格者証明について・・・・・・・ １件 
  ③ 生産緑地の取得の斡旋について・・・・・・・・・・・・・・ １件 
 
６ 協議事項 
 ⑴ 第６２回企業的農業経営顕彰事業及び第４２回農業後継者顕彰事業の実

施について 
 ⑵ 令和３年度東京都新規就農者調査の実施について 
 ⑶ 令和４年度小金井市農業施策に関する意見について 
 ⑷ 農業委員会と市議会との意見交換会について 
 
７ 報告事項 
 ⑴ 認定都市農地の利用状況の報告書について 
 
８ 連絡事項 
 ⑴ 立毛品評会（露地部門） 
 ⑵ 農業委員会地区別広域連携会議（北多摩南部地区） 
⑶ 農業経営者クラブ総会（書面決議） 

 ⑷ 令和４年度北多摩地区農業委員会連合会会長研修会  
 
９ その他 
 

10 閉会 


